
　　　　急性毒性 健康有害（発がん性等）

　　　

　　　　SDS確認 　　　ラベル表示

　【お問合せ】
　　　宮崎労働局労働基準部健康安全課　℡０９８５－３８－８８３５
　　　宮崎労働基準監督署　℡０９８５－２９－６０００　延岡労働基準監督署　℡０９８２－３４－３３３１
　　　都城労働基準監督署　℡０９８６－２３－０１９２　日南労働基準監督署　℡０９８７－２３－５２７７

○一定の危険性・有害性が確認されている化学物質※による危険性又は有害性等の調査（リスクアセ

スメント）の実施が事業者の義務となります。

○事業者には、リスクアセスメントの結果に基づき、労働安全衛⽣法令の措置を講じる義務があるほ

か、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じることが努⼒義務となります。

○上記の化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業者が対象です。

平成28年6月1日から実施義務！！

化学物質

リスクアセスメント

リスクアセスメントの義務化＋ラベル表示義務対象の拡大
○一定の危険有害性が確認された物質についてリスクアセスメントを義務化（平成26年６⽉25日改正法公布）

○ラベル表示義務の対象を拡大（平成27年6月10⽇政令改正公布、平成27年6月23⽇改正省令公布）

※ラベル表示義務の対象拡大に併せて、表示事項（義務）から「成分」を削除

（施⾏⽇：リスクアセス義務、ラベル表⽰義務ともに平成28年6月1日）
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胆管がん発生

一定の危険・有害な物質

640物質

116物質

8物質 石綿等 重度の健康障害あり
（十分な防止対策なし）

健康障害多発

（特にリスクの高い業務あり）

約6万物質

ＰＣＢ等
健康障害発生

（使⽤量や使⽤法

によってリスクあり）
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　　　　　　　○「コントロール・バンディング」は、以下のウェブサイトから無料で利用できます。

　　　　　　　○安全データシート（SDS）をお手元にご用意いただければ、簡単にリスクアセスメントが実施できます。

平成28年度厚生労働省「ラベル・SDS活用促進事業」
【委託先】テクノヒル（株） 化学物質管理部門 （東京都中央区日本橋蛎殻町2-5-3ｻﾝﾎﾘﾍﾞﾋﾞﾙ4F）

℡：０５０－５５７７－４８６２ E-mail： chemical＠technohill.co.jp
FAX：０３－５６４２－６１４５ URL:  http://www.technohill.co.jp/

「化学物質リスク簡易評価法」（コントロールバンディング）をご活⽤ください！

※ 厚生労働省のホームページ内「職場のあんぜんサイト」に掲載

画面に表示される条件を選択し、必要な情報を入力すると、リスクレ

ベルと対策、参考となる対策管理シートが得られます。

（注）労働安全衛生法令に対策が規定されている場合、当該対策を

実施することが必要です。

より詳細な対策の検討には、詳細なリスクアセスメント等を実施す

る必要があります。

リスクアセスメント開始ボタン

リスクアセスメント実施に対する相談窓口、専門家による支援

SDS・ラベル
を作成

譲渡提供者

（製造者・輸入者等）

SDS

譲渡提供先

（使用者等）

リスクアセスメント

を実施

1. 相談窓口（コールセンター）を設置し、電話やメール等で相談を受付

SDSやラベルの作成、リスクアセスメント（「化学物質リスク簡易評価法」の使い⽅等）について

※「化学物質リスク簡易評価法」の⽀援サービス

センターが⼊⼒を⽀援し、評価結果をメール等で通知

事業者 コールセンター

使用物質、作業内容等

評価結果を通知（メール、FAX）

入力を支援

2. 専門家によるリスクアセスメントの訪問支援

相談窓口における相談の結果、事業場の要望に応じて専門家を派遣、リスクアセスメントの実施を支援

http://www.technohill.co.jp/

